
湖
海
玉
大
欽
茂
の
「
国
王
」
進
爵
と
第
六
次
激
海
使

|
|
溺
海
使
王
新
福
に
よ
る
安
史
の
乱
情
報
の
検
討
を
中
心
に
|
|

畑古使糊
七
世
紀
末
か
ら
一

O
世
紀
初
め
に
中
国
東
北
地
方
東
部
・
北
朝
鮮

明
北
部
・
ロ
シ
ア
沿
海
地
方
に
存
在
し
た
溺
海
国
が
唐
か
ら
冊
封
さ
れ

勧
た
王
号
は
、
当
初
「
激
海
郡
王
」
で
あ
っ
た
が
、
第
三
代
大
欽
茂
の

恥
即
位
二
六
年
目
で
あ
る
七
六
こ
年
(
溺
海
・
大
興
二
六
年
、
唐
-
宝

進
応
元
年
、
日
本
・
天
平
宝
字
六
割
)
に
な
っ
て
、
「
溺
海
国
王
」
に
進

主
め
ら
れ
た
。
こ
の
七
六
二
年
が
安
史
の
乱
末
期
で
あ
る
乙
と
か
ら
よ
」

円
の
進
爵
の
理
由
・
背
景
に
は
安
史
の
乱
が
関
係
す
る
と
推
測
さ
れ
る

加
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
が
ど
う
関
係
す
る
か
は
論
者
に
よ
っ

淑
て
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
。

在
筆
者
は
、
前
稿
「
溺
海
と
唐
と
の
関
係
|
演
田
耕
策
氏
の
時
期
区

制
分
を
め
ぐ
っ
て
|
」
に
お
い
て
、
溺
海
・
唐
関
係
の
時
期
区
分
問
題

を
検
討
し
、
「
溺
海
国
王
」
進
爵
を
め
ぐ
る
諸
問
題
の
一
部
に
言
及
し

叩

{i

ー
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
際
、
こ
の
大
欽
茂
の
進
爵
に
対
し
「
褒
封
」
と

一
、
は
じ
め
に

古

徹

畑

い
う
理
解
を
示
し
た
が
、
侭
に
対
す
る
「
褒
封
」
で
あ
る
か
、
ま
た

ど
の
よ
う
な
事
情
で
そ
れ
が
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
論
じ
る
と
と

が
で
き
な
か
っ
た
。
本
稿
は
そ
の
欠
を
補
う
べ
く
、
ど
の
よ
う
な
事

情
で
「
溺
海
国
王
」
進
爵
が
行
わ
れ
た
か
を
検
討
し
、
先
の
理
解
の

妥
当
性
を
点
検
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
検
討
に
関
連
し
て
注
意
さ
れ
る
の
が
、
こ
の
同
じ
年
に
、
激

海
が
日
本
に
第
六
次
潮
海
使
・
王
新
福
を
派
遣
し
た
こ
と
で
あ
る
。

ち
ょ
う
ど
日
本
で
は
、
安
史
の
乱
に
よ
る
唐
の
混
乱
を
背
景
に
、
藤

原
仲
麻
呂
に
よ
る
新
羅
霊
副
計
画
が
進
行
し
て
い
た
が
、
王
新
福
来

日
と
時
を
同
じ
く
し
て
、
そ
の
計
画
は
中
止
と
な
っ
た
。
乙
れ
に
加

え
、
新
経
征
討
計
画
が
激
海
と
の
協
力
を
前
提
に
進
行
し
た
と
見
ら

れ
る
こ
と
、
王
新
福
が
安
史
の
乱
情
報
を
も
た
ら
し
た
乙
と
か
ら
、
新

羅
征
討
計
画
中
止
と
王
新
福
の
来
日
に
は
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
と

の
見
方
が
有
力
で
あ
る
。
そ
し
て
当
然
、
同
年
の
乙
と
で
あ
る
「
激

海
国
王
」
進
爵
と
関
連
付
け
る
見
解
が
存
在
し
て
お
り
、
「
国
王
」
進



。
爵
と
王
新
福
派
遣
の
前
後
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
も
存
在
す
る
。
つ
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ま
り
、
「
国
王
」
進
爵
の
事
情
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の

問
題
に
一
つ
の
見
解
を
示
す
こ
と
で
も
あ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
が
「
溺
海
国
王
」
進
爵
事
情
を
考
え
る
上
で
の
鍵
と
し
て
注

目
す
る
の
は
、
王
新
福
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
安
史
の
乱
情
報
で
あ

る
。
そ
れ
は
『
続
臼
本
紀
』
巻
二
四
・
天
平
宝
字
七
年
(
七
六
三
)
正

月
庚
申
条
の
次
の
記
事
で
あ
る
。

高
麗
大
使
王
新
福
ι=
一
宍
「
李
家
太
上
皇
・
少
帝
並
崩
、
康
平
王
揺

政
、
年
穀
不
登
、
人
民
相
食
。
史
家
朝
議
、
稿
聖
武
皇
帝
、
性

有
仁
恕
、
人
物
多
附
、
兵
鋒
甚
強
、
無
敢
嘗
者
。
部
州
・
裏
陽

己
厨
史
家
、
李
家
猫
有
蘇
州
、
朝
勝
之
路
、
固
未
易
通
。
」
(
底

本
は
《
国
史
大
系
》
本
)

こ
れ
に
関
し
て
は
、
乙
れ
を
虚
偽
の
情
報
と
す
る
理
解
が
あ
る
の

で
、
そ
の
検
討
を
突
破
口
に
し
て
進
爵
事
情
を
考
え
て
み
た
い
。
た

だ
、
こ
の
検
討
の
前
提
と
し
て
、
王
新
福
が
い
つ
日
本
に
向
か
っ
た

の
か
と
い
う
問
題
が
明
確
で
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
、
そ
こ
か
ら

検
討
を
出
発
さ
せ
よ
う
。

二
、
第
六
次
溺
海
使
王
新
福
の
溺
海
出
発
時
期

激
海
の
王
新
福
日
本
派
遣
は
、
日
本
か
ら
遺
溺
海
使
高
麗
大
山
が

来
た
こ
と
へ
の
対
応
で
あ
る
。

高
麗
大
山
の
遣
湖
海
使
任
命
は
天
平
宝
字
五
年
(
七
六
一
)
一

O

月
だ
が
、
実
際
の
彼
ら
の
出
発
は
天
平
宝
字
六
年
四
月
以
降
で
、
こ

の
こ
と
は
石
井
正
敏
氏
が
「
造
石
山
寺
所
食
物
用
帳
」
=
一
月
二
八
日

条
・
四
月
一
四
日
条
を
根
拠
に
考
証
し
て
い
る
。
そ
の
出
発
地
点
は
、

船
名
が
そ
の
造
船
地
に
ち
な
ん
で
能
登
と
付
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
、
能
登
も
し
く
は
そ
れ
以
西
の
北
陸
と
見
ら
れ
、
南
寄
り
の
季
節

風
の
時
期
な
の
で
、
日
本
海
を
直
接
横
断
し
た
と
推
測
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
場
合
、
数
日
で
渡
海
す
る
こ
と
も
あ
り
得
る
の
也
、
彼
ら

は
五
月
に
は
溺
海
の
地
に
到
着
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
。
た
だ
、
彼

ら
の
激
海
の
都
・
上
京
竜
泉
府
到
着
は
、
唐
や
日
本
の
事
例
か
ら
想

定
し
て
、
一
旦
都
に
到
着
の
報
が
届
き
、
許
可
が
下
り
て
か
ら
都
へ

出
発
と
な
る
の
が
一
般
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
早
く
と
も
六
月
、
遅

け
れ
ば
七
月
も
あ
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。

そ
の
使
命
は
、
日
本
側
が
進
め
て
き
た
新
羅
征
討
計
画
の
進
捗
状

況
の
通
告
、
お
よ
び
激
海
側
の
意
向
・
情
勢
の
打
診
・
催
促
で
あ
っ

た
と
見
ら
れ
る
。
新
羅
征
討
計
画
は
、
実
行
時
期
を
天
平
宝
字
六
年

と
し
て
天
平
宝
字
三
年
六
月
か
ら
準
備
が
進
め
ら
れ
て
い
た
も
の

で
、
こ
れ
に
先
立
つ
天
平
宝
字
二
年
に
遺
溺
海
使
小
野
田
守
の
派

遣
・
帰
国
が
あ
り
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
安
史
の
乱
情
報
と
激
海
情
勢

の
理
解
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
た
。
実
際
に
湖
海
が
新
羅
征
討
計

画
に
ど
の
程
度
合
意
し
て
い
た
か
は
意
見
の
割
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、

少
な
く
と
も
日
本
側
は
激
海
の
合
意
が
得
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提



で
準
備
を
進
め
て
い
た
と
見
て
よ
く
、
そ
れ
ゆ
え
に
準
備
が
整
っ
た

こ
の
時
点
で
遺
溺
海
使
が
派
遣
さ
れ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

こ
れ
だ
け
重
要
な
政
治
的
使
命
を
持
っ
た
遺
溺
海
使
だ
と
す
れ

ば
、
こ
れ
に
対
応
し
て
送
ら
れ
た
溺
海
使
王
新
福
の
使
命
が
そ
の
回

答
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
遣
溺
海
使
に
対
す
る
単
な
る
送

使
と
す
る
理
解
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
首
肯
で
き
な
い
。
ま
し
て
王
新

山
福
ら
は
遺
溺
海
使
が
乗
っ
て
き
た
船
に
便
乗
し
て
日
本
に
向
か
い
、

出
日
本
か
ら
送
使
を
付
け
ら
れ
て
帰
国
し
て
い
る
。
帰
る
と
き
に
送
り

更
届
け
て
も
ら
う
こ
と
を
前
提
に
し
た
送
使
な
ど
あ
り
得
な
い
こ
と
で

糊
あ
り
、
王
新
福
ら
に
は
送
使
と
い
う
性
格
は
な
か
っ
た
と
断
言
し
て

次
よ
い
。

献
王
新
福
ら
が
高
麗
大
山
の
帰
国
に
同
行
し
て
日
本
に
到
着
し
た
こ

駅
と
は
、
『
続
日
本
紀
』
巻
二
回
・
天
平
宝
字
六
年
一

O
月
丙
午
朔
条
に

進
次
の
よ
う
に
見
え
る
。

直
正
六
位
上
伊
吉
連
盆
麻
呂
等
、
至
自
激
海
。
其
園
使
紫
綬
大
夫

円
行
政
堂
左
允
開
園
男
王
新
一
幅
己
下
廿
三
人
相
随
来
朝
、
於
越
前

脚
園
加
賀
郡
安
置
供
給
。
我
大
使
従
五
位
下
高
麗
朝
巨
大
山
、
去

蛾
日
船
上
臥
病
、
到
佐
利
翼
津
卒
。

王
こ
れ
は
到
着
の
報
が
日
本
の
朝
廷
に
届
き
、
激
海
使
安
置
を
決
め

蹴
た
時
点
の
記
事
と
理
解
で
き
る
の
で
、
そ
の
実
際
の
到
着
は
こ
れ
よ

り
前
に
な
る
。
ど
れ
く
ら
い
遡
ら
せ
る
か
は
到
着
地
点
で
変
わ
る
が
、

B

到
着
地
で
あ
る
佐
利
翼
津
に
は
位
置
比
定
の
問
題
が
あ
る
。
通
常
は

佐
利
翼
津
に
園
名
・
郡
名
が
な
い
の
で
、
前
文
に
あ
る
越
前
国
加
賀

郡
(
の
ち
の
加
賀
国
)
の
津
と
理
解
す
る
の
だ
が
、
ヲ
」
れ
以
外
に
史

料
が
な
く
、
そ
の
名
を
継
承
す
る
現
在
地
名
も
見
当
た
ら
な
い
た
め
、

位
置
が
比
定
で
き
な
い
。
ヲ
」
れ
に
対
し
、
佐
利
翼
を
「
き
る
は
ね
」
と

読
み
、
出
羽
国
避
翼
(
さ
る
は
ね
)
駅
に
比
定
す
る
説
が
あ
る
。
こ

の
説
で
は
、
『
延
喜
式
」
兵
部
式
諸
国
駅
馬
伝
馬
条
か
ら
避
翼
駅
が
船

六
隻
を
備
え
る
水
駅
と
わ
か
る
点
も
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

避
翼
駅
は
海
岸
か
ら
五

0
キ
ロ
内
陸
に
入
っ
た
山
形
県
最
上
郡
舟
形

町
に
比
定
で
き
、
小
国
川
・
最
上
川
の
合
流
地
点
に
設
け
ら
れ
た
水

駅
な
の
で
、
佐
利
翼
津
と
同
じ
と
見
る
の
に
は
無
理
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
到
着
地
点
は
越
前
園
加
賀
郡
と
み
な
す
の
が
最
も
穏
当
で

あ
り
、
到
着
時
点
も
「
延
喜
式
』
主
計
式
に
基
づ
き
六

1
八
日
程
度

遡
ら
せ
て
理
解
す
れ
ば
問
題
は
な
い
も
の
と
恩
わ
れ
る
。

到
着
時
点
の
天
平
宝
字
六
年
(
七
六
二
)
九
月
下
旬
を
現
行
の
グ

レ
ゴ
リ
オ
暦
に
置
す
と
、
九
月
二

O
日
は
一

O
月
一
五
日
に
該
当
す

る
。
北
西
季
節
風
が
吹
き
出
す
頃
な
の
で
、
王
新
福
一
行
は
こ
れ
を

利
用
し
て
日
本
海
を
直
行
横
断
し
加
賀
に
着
い
た
と
推
定
し
て
よ

い
。
と
す
れ
ば
、
そ
の
出
航
時
期
は
九
月
中
句
と
な
ろ
う
。
彼
ら
が

任
命
を
受
げ
て
激
海
の
上
京
竜
泉
府
を
離
れ
た
の
は
さ
ら
に
そ
の
前

だ
が
、
出
港
地
点
が
不
明
な
の
で
、
こ
れ
以
上
の
追
求
は
難
し
い
。
最

短
な
ら
九
月
上
句
も
あ
り
得
る
が
、
渡
海
準
備
な
ど
も
考
え
る
と
、
八

月
中
と
見
る
の
が
無
難
な
線
で
あ
り
、
上
述
の
遺
激
海
使
の
上
京
到
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着
時
点
の
考
察
と
も
矛
盾
は
し
な
い
。
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王
新
福
の
出
発
時
期
を
考
察
し
た
の
は
、
彼
が
持
っ
て
い
た
安
史

の
乱
情
報
が
、
溺
海
が
い
つ
の
時
点
ま
で
に
入
手
し
て
い
た
情
報
か

を
確
認
す
る
た
め
で
あ
る
。
上
記
の
考
察
か
ら
、
そ
れ
は
七
六
二
年

八
月
ま
で
に
溺
海
の
上
京
竜
泉
府
に
入
っ
て
い
た
情
報
と
い
う
結
論

に
な
っ
た
。
で
は
、
こ
れ
を
前
提
に
、
次
節
で
は
王
新
福
が
日
本
に

も
た
ら
し
た
安
史
の
乱
情
報
が
虚
報
か
ど
う
か
を
考
え
て
み
た
い
。

、
主
新
福
に
よ
る
安
史
の
乱
情
報
虚
報
説
の
検
討

冒
頭
で
示
し
た
安
史
の
乱
情
報
は
、
唐
側
が
玄
宗
・
粛
宗
の
死
や

不
作
で
弱
体
化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
史
朝
義
は
す
ぐ
れ
た
人
間
性

と
強
力
な
武
力
で
唐
を
圧
倒
し
て
お
り
、
郵
州
・
袈
陽
は
す
で
に
史

朝
義
側
に
落
ち
、
唐
は
蘇
州
を
押
さ
え
る
だ
け
で
、
唐
に
通
じ
る
の

は
難
し
い
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

こ
れ
を
虚
偽
の
情
報
と
み
な
す
の
は
河
内
春
人
氏
で
あ
る
。
河
内

氏
は
安
史
の
乱
情
報
の
記
事
と
中
国
側
史
料
を
対
応
さ
せ
た
結
果
、

後
半
の
部
州
以
下
の
記
事
内
容
が
中
国
側
に
な
い
こ
と
を
確
認
し
、

乱
の
情
報
全
体
に
大
き
な
誤
報
が
あ
る
と
判
断
す
る
。
そ
し
て
、
当

時
は
安
史
の
乱
が
だ
い
ぶ
沈
静
化
し
て
い
た
の
で
激
海
に
誤
報
が
伝

わ
っ
て
い
た
と
は
考
え
に
く
く
、
激
海
が
意
図
的
に
誤
り
を
伝
え
た

と
推
定
し
、
そ
の
理
由
を
、
当
時
の
溺
海
を
取
り
巻
く
国
際
情
勢
は

依
然
緊
張
状
態
に
あ
り
、
溺
海
に
は
新
羅
出
兵
の
余
裕
が
な
い
一
方
、

日
本
と
新
羅
の
対
立
自
体
は
新
羅
翠
制
と
い
う
意
味
で
好
都
合
な
の

で
、
そ
の
状
況
の
継
続
を
望
み
、
安
史
の
乱
が
さ
ら
に
激
し
く
な
っ

た
と
い
う
虚
報
を
も
た
ら
し
て
新
羅
征
討
計
画
が
実
行
可
能
で
あ
る

こ
と
を
伝
え
、
対
新
羅
関
係
を
有
利
に
展
開
し
よ
う
と
し
た
と
説
明

す
る
。
ま
た
、
日
本
の
派
兵
要
請
に
は
、
安
史
の
乱
を
理
由
に
回
答

を
先
送
り
し
た
と
見
る
。

こ
の
虚
報
説
の
前
提
は
、
七
六
二
年
当
時
に
安
史
の
乱
が
だ
い
ぶ

沈
静
化
し
て
い
た
と
い
う
認
識
と
、
部
州
以
下
の
記
事
に
対
応
す
る

事
実
が
な
い
と
い
う
理
解
で
あ
る
。
ま
ず
前
者
だ
が
、
こ
れ
は
事
実

誤
認
で
あ
る
。
安
史
の
乱
は
、
至
徳
二
裁
(
七
五
七
)
に
唐
側
が
長

安
・
洛
陽
を
回
復
し
、
安
慶
緒
を
鄭
に
追
い
出
し
、
務
陽
の
史
思
明

を
帰
順
さ
せ
た
こ
と
で
収
束
に
向
か
っ
た
が
、
翌
乾
元
元
年
(
七
五

八
)
末
に
史
思
明
が
反
旗
を
翻
し
て
南
下
し
た
乙
と
で
新
段
階
に
突

入
す
る
。
翌
年
、
史
恩
明
は
安
慶
緒
を
殺
し
て
そ
の
勢
力
を
吸
収
し
、

大
燕
皇
帝
を
自
称
し
て
、
九
月
に
は
洛
陽
を
占
領
す
る
。
そ
の
後
は

史
思
明
の
勢
力
拡
大
は
ス
ト
ッ
プ
し
、
河
北
と
河
南
の
一
部
を
押
さ

え
る
史
思
明
側
と
唐
側
が
対
崎
し
、
攻
防
が
繰
り
返
さ
れ
る
と
と
に

な
る
。
と
の
情
勢
は
、
上
元
二
年
(
七
六
一
)
三
月
に
史
朝
義
が
父
・

史
思
明
を
殺
し
て
大
燕
皇
帝
に
な
っ
て
も
変
化
は
な
く
、
結
局
、
宝

応
元
年
(
七
六
一
一
)
九
月
に
厨
側
が
ウ
イ
グ
ル
の
抱
き
込
み
に
成
功

し
、
一

O
月
に
ウ
イ
グ
ル
の
援
軍
と
の
共
同
作
戦
で
洛
陽
を
奪
回
す



る
ま
で
継
続
し
た
。
そ
の
後
、
史
朝
義
の
勢
力
は
急
速
に
瓦
解
し
、
翌

広
徳
元
年
(
七
六
三
)
正
月
、
史
朝
義
が
殺
さ
れ
て
乱
は
収
束
す
封
。

つ
ま
り
、
溺
海
使
王
新
福
が
激
海
の
上
京
を
発
っ
た
七
六
二
年
八
月

頃
に
は
、
乱
収
束
の
気
配
は
ま
だ
な
い
の
で
あ
る
。

反
乱
側
に
帝
位
纂
奪
の
混
乱
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
唐
側

が
乱
を
平
定
で
き
な
か
っ
た
一
因
は
、
唐
に
も
内
紛
が
あ
っ
た
と
と

日
で
あ
る
。
中
で
も
、
上
元
元
年
(
七
六

O
)
一
一
月
に
宋
州
刺
史
劉

制
展
が
准
西
節
度
使
王
仲
昇
・
官
官
邪
延
恩
の
策
略
で
反
乱
に
追
い
込

定
ま
れ
た
事
件
は
、
わ
ず
か
三
か
月
で
鎮
圧
さ
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

鳩
そ
れ
ま
で
戦
乱
を
受
け
ず
、
唐
側
の
物
資
供
給
の
拠
点
と
な
っ
て
き

決
た
准
南
・
江
南
地
域
に
多
大
の
被
害
を
も
た
ら
し
た
。
天
平
宝
字
五

紘
年
(
七
六
二
八
月
に
、
溺
海
掘
由
で
入
唐
し
た
遣
唐
使
高
元
度
が

恥
蘇
州
経
由
で
日
本
に
帰
国
す
る
料
、
蘇
州
も
劉
展
に
占
領
さ
れ
た
地

進
で
、
彼
ら
は
こ
の
大
混
乱
の
記
憶
生
々
し
い
地
を
経
由
し
て
帰
国
し

王
た
の
で
あ
る
。

酒
類
似
の
内
紛
は
、
宝
応
元
年
(
七
六
二
)
、
褒
陽
・
部
州
を
管
轄
す

初
る
山
南
東
道
節
度
使
で
も
起
こ
っ
た
。
事
は
、
都
に
召
さ
れ
た
山
南

拶
東
道
節
度
使
来
現
が
部
下
に
上
表
さ
せ
て
裏
陽
に
留
ま
っ
た
こ
と
に

丑
始
ま
る
。
准
西
節
度
使
王
仲
昇
ら
は
来
環
警
戒
の
上
言
を
繰
り
返
し
、

制
粛
宗
は
そ
れ
に
同
調
し
て
抑
制
策
に
出
、
こ
れ
を
怨
ん
だ
来
瑛
は
王

3

仲
昇
を
救
援
せ
ず
、
そ
の
敗
没
を
招
い
た
。
来
瑛
に
朝
廷
の
不
信
が

8

集
ま
っ
て
い
る
の
に
乗
じ
、
そ
の
行
軍
司
馬
表
戎
は
彼
に
代
わ
る
べ

く
、
粛
宗
に
来
演
襲
取
の
策
を
上
言
し
、
粛
宗
は
と
れ
を
採
用
し
て
、

三
月
笑
巴
、
来
現
を
准
西
節
度
使
に
移
し
、
表
哀
を
袈
郵
等
州
防
禦

使
に
任
命
し
た
。
来
瑛
は
乙
れ
を
聞
き
、
粛
宗
の
あ
と
を
継
い
だ
代

宗
に
山
南
残
留
の
上
言
を
行
い
、
五
月
壬
寅
、
代
宗
は
彼
を
山
南
節

度
使
に
戻
し
た
。
一
方
、
表
或
は
こ
れ
を
知
ら
な
い
ま
ま
密
勅
を
持
っ

て
裏
陽
に
向
か
い
、
六
月
己
巳
、
来
瑛
と
交
戦
す
る
も
こ
れ
に
敗
れ
、

捕
ま
っ
て
都
に
送
ら
れ
、
死
を
賜
わ
っ
た
。
こ
の
内
紛
は
結
局
、
八

月
乙
丑
に
来
瑛
が
入
朝
謝
罪
し
て
収
ま
る
が
、
来
瑛
は
こ
の
時
点
ま

で
反
乱
の
疑
い
を
か
け
ら
れ
、
六
月
の
交
戦
な
ど
に
よ
っ
て
、
褒
陽
・

部
州
を
拠
点
に
唐
に
反
旗
を
翻
し
た
と
周
囲
に
受
げ
取
ら
れ
で
も
お

か
し
く
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

乙
の
事
実
を
踏
ま
え
る
と
、
河
内
氏
が
対
応
記
事
な
し
と
さ
れ
た
、

安
史
の
乱
情
報
の
「
部
州
・
喪
陽
己
厩
史
家
」
の
一
節
は
、
実
は
乙

の
事
件
と
対
応
し
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
そ
も
そ
も
虚
報
と
す
る

と
、
溺
海
や
日
本
と
の
交
通
路
と
し
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
わ
け

で
も
な
い
部
州
・
裏
陽
の
情
報
が
急
に
出
て
く
る
と
い
う
の
は
不
自

然
で
あ
る
。
し
か
し
、
背
景
と
な
る
事
実
が
存
在
し
た
の
な
ら
ば
、
こ

の
不
自
然
さ
は
な
く
な
る
。
ま
た
、
劉
展
の
乱
以
後
の
准
南
・
江
南

方
面
は
、
江
南
は
一
応
安
定
し
た
も
の
の
、
准
南
で
は
上
元
二
年
一

O
月
に
楚
州
で
李
蔵
用
の
反
乱
騒
ぎ
が
起
と
る
な
ど
不
安
定
な
状
況

が
あ
り
、
そ
の
北
の
山
東
一
帯
も
そ
の
西
部
は
史
朝
議
と
の
抗
争
地

域
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
安
定
し
た
地
域
と
は
い
え
な
か
っ
た
。
そ
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の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
「
李
家
相
側
有
蘇
州
」
は
誇
張
に
す
ぎ
る
に
し

て
も
、
東
方
か
ら
唐
の
長
安
に
至
る
道
が
蘇
州
を
含
め
た
江
南
経
由

し
か
な
く
、
使
節
を
通
じ
が
た
い
と
い
う
状
況
は
事
実
に
近
い
。

以
上
よ
り
、
王
新
福
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
安
史
の
乱
情
報
は
虚

報
で
は
な
く
、
唐
で
起
こ
っ
て
い
る
事
実
を
反
映
し
た
情
報
で
あ
っ

た
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
も
の
と
思
う
。
と
は
い
え
、
完
全
に
正
確
な

も
の
で
は
な
く
、
史
朝
義
の
勢
力
を
実
態
以
上
に
高
く
評
価
し
た
情

報
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
ヲ
」
に
は
情
報
源
の
問
題

が
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
節
を
改
め
て
こ
の

安
史
の
乱
情
報
の
情
報
源
を
考
え
て
み
た
い
。

四
、
主
新
福
に
よ
る
安
史
の
乱
情
報
の
情
報
源

情
報
源
を
考
え
る
上
で
注
目
す
べ
き
は
、
今
ま
で
誰
も
留
意
し
て

こ
な
か
っ
た
、
安
史
の
乱
情
報
の
「
鹿
平
王
擬
政
」
の
一
節
で
あ
る
。

広
平
王
と
は
代
宗
の
ζ

と
だ
が
、
「
掘
政
」
と
あ
る
以
上
、
こ
の
情
報

で
は
広
平
王
は
ま
だ
即
位
し
て
い
な
い
と
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
事
実
は
、
宝
応
元
年
四
月
丁
卯
に
粛
宗
が
亡
く
な
る
と
、

そ
の
二
日
後
の
四
月
己
巳
に
代
宗
が
即
位
し
て
お
り
、
帝
位
に
空
白

は
存
在
し
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
玄
宗
・
粛
宗
崩
御
の
情
報
が

唐
側
か
ら
公
式
に
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
を
物
語
っ
て
い

る。

ま
た
、
こ
れ
は
大
欽
茂
を
「
激
海
国
王
」
に
進
爵
す
る
唐
の
使
者

が
王
新
福
の
出
発
後
に
来
た
こ
と
を
も
示
し
て
い
る
。
進
爵
が
宝
応

元
年
だ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
孫
の
大
嵩
燐
が
「
郡

王
」
に
冊
封
さ
れ
た
こ
と
の
不
当
性
を
申
し
立
て
た
際
に
、
大
欽
茂

の
「
国
王
」
進
爵
を
宝
応
元
年
と
述
べ
て
お
り
、
こ
れ
は
激
海
が
所

持
し
て
い
た
進
爵
の
冊
書
に
宝
応
元
年
と
記
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
よ

〔
初
}

る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宝
応
元
年
へ
の
改
元
は
四
月
甲
子

だ
が
、
こ
の
時
点
で
粛
宗
は
す
で
に
重
体
で
、
す
ぐ
に
亡
く
な
る
。
し

た
が
っ
て
、
粛
宗
に
よ
る
進
爵
と
は
考
え
難
く
、
代
宗
が
行
っ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
進
爵
の
冊
封
使
が
王
新
福
出
発
前
に
激
海
に
す
で
に

来
て
い
た
な
ら
ば
、
王
新
福
は
「
厨
平
王
据
政
」
と
は
述
べ
ず
、
そ

の
即
位
を
伝
え
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。

激
海
に
も
た
ら
さ
れ
た
こ
の
情
報
と
類
似
の
情
報
が
、
実
は
ウ
イ

グ
ル
に
も
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
。
『
資
治
通
鑑
』
宝
応
元
年
九
月
条
に

は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

上
遺
中
使
劉
清
潔
使
於
回
紘
、
俗
習
好
、
且
徴
兵
討
史
朝
義
。
清

酒
至
其
庭
、
回
紘
登
里
可
汗
己
局
朝
義
所
誘
、
云
「
唐
室
総
有

大
喪
、
今
中
原
無
主
、
可
汗
宜
速
来
共
牧
其
府
庫
。
」
可
汗
信
之
。

清
酒
致
殺
害
日
、
「
先
帝
雌
棄
天
下
、
今
上
繕
統
、
乃
昔
日
康
平

玉
、
輿
葉
護
共
牧
雨
京
者
也
。
」

要
す
る
に
、
唐
側
よ
り
先
に
史
朝
義
側
か
ら
ウ
イ
グ
ル
に
唐
の
玄

宗
・
粛
宗
死
去
の
報
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は



「
中
原
無
主
」
、
つ
ま
り
唐
の
後
継
皇
帝
が
ま
だ
決
ま
っ
て
い
な
い
と

の
偽
情
報
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ウ
イ
グ
ル
が
代
宗
即
位
を

知
る
の
は
そ
の
あ
と
で
あ
る
。
そ
の
時
期
を
考
え
て
み
る
と
、
『
資
治

通
鑑
』
は
九
月
条
に
こ
れ
を
載
せ
る
が
、
九
月
は
こ
の
あ
と
の
ウ
イ

グ
ル
が
唐
側
に
帰
属
し
た
記
事
に
か
か
る
も
の
で
、
劉
清
酒
の
ウ
イ

グ
ル
到
着
時
点
を
指
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
『
旧
唐

1
書
』
巻
一
四
五
・
週
紘
伝
に
明
確
な
記
載
が
あ
り
、
劉
清
酒
が
ウ
イ

由
グ
ル
の
本
拠
に
至
っ
た
時
、
す
で
に
可
汗
は
史
朝
義
か
ら
の
情
報
を

使
も
と
に
唐
に
侵
攻
し
よ
う
と
し
て
い
て
、
そ
れ
は
「
己
八
月
尖
」
だ
っ

糊
た
と
あ
る
。
こ
こ
か
ら
判
断
す
る
と
、
史
朝
義
か
ら
ウ
イ
グ
ル
に
情

次
報
が
も
た
ら
さ
れ
た
の
は
、
そ
れ
よ
り
前
の
五
月
か
ら
七
月
頃
と
推

紘
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

駅
史
朝
義
が
ウ
イ
グ
ル
に
偽
情
報
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
北
方
・
西

進
北
方
の
一
大
勢
力
で
あ
る
ウ
イ
グ
ル
を
味
方
に
つ
け
て
そ
の
力
を
借

J
 

庄
り
よ
う
と
し
た
か
ら
に
他
な
ら
ず
、
実
際
に
ウ
イ
グ
ル
は
史
朝
義
側

日
に
付
い
て
唐
侵
攻
に
動
き
始
め
て
い
た
。
一
方
、
史
朝
義
の
東
北
方

恥
に
は
、
手
契
丹
と
と
も
に
溺
海
が
存
在
し
た
。
上
元
二
年
(
七
六

城
二
に
、
遼
東
に
あ
っ
て
安
史
の
乱
を
東
北
方
か
ら
牽
制
し
て
い
た

ヨ
平
虚
軍
節
度
使
侯
希
逸
が
、
全
軍
を
挙
げ
て
溺
海
湾
を
渡
り
、
青
州

側
へ
と
移
動
し
て
か
ら
は
、
溺
海
と
史
朝
義
の
聞
に
中
間
勢
力
は
な
く
、

5

史
朝
義
に
と
っ
て
湖
海
の
動
向
は
以
前
よ
り
重
要
な
も
の
と
な
っ
て

B

い
た
と
思
わ
れ
る
。
と
す
れ
ば
、
史
朝
義
が
ウ
イ
グ
ル
に
も
た
ら
し

た
の
と
同
様
の
情
報
を
激
海
に
も
た
ら
し
、
味
方
に
付
け
よ
う
と
す

る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
ほ
ぽ
同
時
に
行
わ
れ
た
と
見

て
よ
か
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
情
報
に
基
づ
い
て
、
安
史
の
乱
情
報
が

日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
史
朝
義
の
人

物
・
兵
力
を
実
態
以
上
に
高
く
評
価
す
る
こ
と
も
、
実
際
に
は
乱
側

に
付
か
な
か
っ
た
部
州
・
裏
陽
の
勢
力
を
史
朝
義
に
付
い
た
と
し
て

い
る
乙
と
も
、
そ
の
情
報
源
が
史
朝
義
か
ら
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
納

得
の
い
く
こ
と
で
あ
ろ
う
。

乙
こ
ま
で
の
検
討
で
、
大
欽
茂
の
「
溺
海
国
王
」
進
爵
が
溺
海
に

伝
え
ら
れ
た
の
は
、
七
六
二
年
八
月
頃
に
第
六
次
激
海
使
が
上
京
を

発
っ
た
あ
と
で
あ
る
こ
と
が
明
確
に
な
っ
た
も
の
と
思
う
。
こ
れ
を

踏
ま
え
て
、
次
に
「
溺
海
国
王
」
進
爵
が
ど
の
よ
う
な
事
情
で
行
わ

れ
た
か
を
検
討
し
よ
う
。

五
、
「
激
海
国
王
」
進
爵
と
安
史
の
乱

冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
欽
茂
の
進
爵
は
安
史
の
乱
と
関

わ
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
一
般
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
関

わ
っ
て
い
る
か
は
論
者
に
よ
っ
て
異
な
る
。
お
お
よ
そ
そ
れ
に
は
四

つ
の
理
解
が
存
在
す
る
。

一
つ
目
は
、
安
史
の
乱
鎮
圧
へ
の
援
助
を
期
待
し
て
の
措
置
と
す

る
酒
寄
雅
志
氏
、
河
内
春
人
氏
ら
の
理
解
で
あ
る
。
状
況
か
ら
す
る
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と
、
当
然
成
立
し
得
る
理
解
で
あ
る
。
た
だ
し
、
酒
寄
氏
と
河
内
氏

B
 

の
聞
に
は
微
妙
な
相
違
が
あ
り
、
河
内
氏
が
乱
鎮
圧
に
際
し
て
ウ
イ

グ
ル
に
働
き
か
け
た
の
と
同
様
の
政
策
と
す
る
の
に
対
し
、
酒
寄
氏

は
ウ
イ
グ
ル
が
史
朝
義
の
要
請
を
受
け
て
南
下
の
様
相
を
示
し
た
こ

と
か
ら
東
北
の
雄
た
る
激
海
に
支
援
を
期
待
し
た
と
い
う
理
解
を
示

す
。
こ
の
酒
寄
氏
の
ウ
イ
グ
ル
南
下
へ
の
対
応
と
い
う
理
解
に
よ
る

な
ら
ば
、
進
爵
時
期
は
そ
の
判
明
か
ら
ウ
イ
グ
ル
が
唐
側
に
付
く
ま

で
の
問
、
つ
ま
り
宝
応
元
年
八
・
九
月
の
聞
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

二
つ
目
は
、
安
史
の
乱
平
定
に
積
極
的
に
働
い
た
結
果
と
見
る
朱

(
幻
)

国
悦
氏
・
貌
園
忠
氏
の
理
解
で
あ
る
。
こ
の
理
解
で
は
、
『
続
日
本
紀
」

に
見
え
る
安
史
の
乱
期
の
溺
海
の
動
向
を
、
十
分
に
慎
重
な
態
度
を

採
り
、
乱
側
に
付
か
ず
、
機
に
乗
じ
る
こ
と
を
避
け
た
と
み
な
し
、
七

【

U
}

五
九
年
に
唐
に
使
者
を
派
遣
し
て
翌
年
に
正
月
朝
賀
さ
せ
た
の
は
、

唐
の
反
乱
平
定
を
支
持
し
た
も
の
と
見
る
。
先
述
の
よ
う
に
七
五
九

年
は
史
思
明
が
再
反
乱
を
起
こ
し
て
洛
陽
を
占
領
し
た
年
で
あ
り
、

唐
側
が
再
び
窮
地
に
陥
っ
た
時
で
も
あ
る
。
そ
の
時
に
、
史
思
明
の

後
方
に
位
置
す
る
溺
海
が
正
月
朝
賀
し
た
こ
と
の
意
味
は
唐
に
と
っ

て
小
さ
く
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
ま
し
て
と
の
使
節
は
、
溺
海
経

由
で
入
唐
し
よ
う
と
す
る
日
本
の
遣
唐
使
高
元
度
を
伴
っ
て
お
り
、

唐
が
溺
海
は
唐
を
支
持
し
て
い
る
と
認
識
し
て
も
不
思
議
は
な
い
。

た
だ
、
こ
の
理
解
の
成
立
に
は
、
安
史
の
乱
期
に
溺
海
が
遼
東
を
占

A

お】

領
し
た
と
す
る
説
の
存
在
が
大
き
な
障
壁
と
な
る
。
と
こ
ろ
が
最
近
、

赤
羽
目
匡
由
氏
が
安
史
の
乱
期
の
唐
・
溺
海
開
の
境
界
を
明
ら
か
に

し
、
こ
の
時
期
の
遼
東
占
領
説
は
成
立
し
が
た
い
と
の
見
解
を
提
示

Amv 

さ
れ
た
。
筆
者
は
乙
の
赤
羽
目
説
に
従
う
べ
き
と
考
え
て
お
り
、
き

す
れ
ば
こ
の
二
つ
目
の
理
解
も
成
立
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

=
一
つ
目
は
、
溺
海
側
が
安
史
の
乱
に
乗
じ
て
「
溺
海
国
王
」
進
爵

を
要
求
し
、
内
外
に
貧
弱
な
状
態
下
に
あ
っ
た
唐
が
こ
の
激
海
の
要

(幻】

求
に
応
じ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
す
る
馬
一
虹
氏
の
理
解
で
あ
る
。

た
だ
、
馬
氏
に
は
冊
封
使
の
派
遣
が
宝
応
二
年
だ
っ
た
と
い
う
認
識

が
あ
る
た
瞬
、
冊
封
時
点
と
派
遣
と
の
関
の
混
乱
が
見
ら
れ
、
進
爵

に
影
響
し
た
唐
の
外
恩
と
し
て
宝
応
二
年
の
吐
蕃
入
冠
を
挙
げ
る
と

い
っ
た
事
実
誤
認
が
存
在
し
て
い
て
、
説
得
力
の
あ
る
見
解
と
は
い

え
な
い
。

四
つ
目
は
、
安
史
の
乱
で
窮
地
に
立
っ
た
唐
に
対
し
、
激
海
が
日

本
の
物
的
支
援
の
橋
渡
し
を
し
た
こ
と
に
よ
る
謝
意
・
褒
封
と
す
る

〔初〕

金
子
修
一
氏
の
理
解
で
あ
る
。
日
本
の
物
的
支
援
と
は
、
溺
海
経
由

で
入
唐
し
た
遣
唐
使
高
元
度
に
対
し
て
粛
宗
が
弓
の
材
料
と
な
る
牛

角
を
集
め
て
送
る
よ
う
要
請
し
た
こ
と
を
指
す
が
、
こ
れ
は
結
局
実

A

泊】

現
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
溺
海
は
高
元
度
の
入
国
に
は
関
わ
っ
た
も

の
の
、
帰
国
に
は
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
支
援
要
請
の
橋
渡
し
を
し
た

と
は
言
い
難
い
。
物
的
支
援
が
実
現
し
た
の
な
ら
ば
ま
だ
し
も
、
こ

の
よ
う
な
状
況
で
唐
が
溺
海
に
謝
意
を
表
し
て
褒
封
し
た
と
い
う
の

は
、
か
な
り
無
理
の
あ
る
理
解
と
い
わ
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。



こ
の
ほ
か
に
、
安
史
の
乱
と
の
関
係
を
含
ま
な
い
捉
え
方
と
し
て
、

大
欽
茂
代
に
お
け
る
盛
ん
な
対
唐
遺
使
外
交
の
結
果
、
そ
の
地
位
が

徐
々
に
上
昇
し
て
七
六
二
年
に
「
国
王
」
進
爵
と
な
っ
た
と
い
う
理

解
が
あ
る
。
た
だ
、
安
史
の
乱
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
ど
の
理
解
と

も
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
の
で
、
安
史
の
乱
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
一

理
解
と
い
う
扱
い
は
し
な
か
っ
た
。

。
と
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
一
つ
目
及
び
二
つ
目
の
理
解
な
ら
成

自
立
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
も
う
一
つ
の
可
能
性
が
あ
る
。

車
そ
れ
は
、
代
宗
即
位
に
伴
っ
て
行
わ
れ
た
内
外
群
臣
へ
の
官
爵
の
大

概
盤
振
舞
の
一
環
と
し
て
の
進
爵
の
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
可
能
性
に

次
つ
い
て
は
す
で
に
金
子
修
一
氏
が
触
れ
て
い
る
が
、
結
果
と
し
て
は

ム

ヘ

〔

沼

}

鉱
否
定
的
な
見
解
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
を
あ
え
て
こ
こ
で
ク
ロ
ー
ズ

恥
ア
ッ
プ
す
る
の
は
、
そ
の
後
の
溺
海
国
王
の
加
官
と
唐
皇
帝
の
即
位

進
が
連
動
し
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

」直
具
体
的
に
見
る
な
ら
ば
、
激
海
王
大
嵩
燐
に
金
紫
光
禄
大
夫
・
検

口
校
司
徒
が
加
え
ら
れ
た
貞
元
二
一
年
(
八

O
五
)
五
月
は
順
宗
即
位

耐
の
四
か
月
後
で
あ
り
、
つ
い
で
検
校
大
尉
が
加
え
ら
れ
る
元
和
元
年

激
(
八
O
六)一

O
月
は
、
順
宗
の
病
に
よ
る
譲
位
で
急
速
即
位
し
た
憲

寸

ノ

{

泊

)

主
宗
の
二
年
目
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
加
官
の
聞
は
一
年
し
か
な
く
よ
」

献
の
聞
に
溺
海
に
特
別
な
功
績
が
あ
っ
た
形
跡
も
な
い
の
で
、
元
和
元

年
の
加
官
に
は
皇
帝
即
位
に
伴
う
措
置
以
外
の
解
釈
は
成
立
し
難

7
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い
。
さ
ら
に
、
次
の
皇
帝
で
あ
る
穆
宗
が
即
位
し
た
元
和
一
五
年
(
八

二
O
)
に
も
、
却
位
四
か
月
後
の
五
月
に
溺
海
玉
大
仁
秀
に
金
紫
光

禄
大
夫
・
検
校
司
空
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
と
の
三
例
は
、
こ
の
時

期
、
皇
帝
即
位
の
際
に
溺
海
王
に
加
官
す
る
の
が
慣
例
化
し
て
い
た

と
と
を
明
示
し
て
い
よ
う
。
こ
の
前
に
溺
海
王
が
加
官
さ
れ
た
例
は
、

大
欽
茂
が
大
暦
中
に
司
空
・
大
尉
を
授
け
ら
れ
た
例
に
な
る
が
、
大

暦
一
四
年
(
七
七
九
)
は
順
宗
の
前
の
徳
宗
が
即
位
し
た
年
な
の
で
、

大
暦
中
と
す
る
こ
の
加
官
も
徳
宗
即
位
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
可
能

性
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
う
し
た
事
例
の
最
初
が
代
宗
即
位

に
伴
う
大
欽
茂
へ
の
「
国
王
」
進
爵
だ
っ
た
、
と
い
う
理
解
が
成
立

し
得
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
理
解
が
正
し
け
れ
ば
、
群

臣
へ
の
官
爵
の
大
盤
振
舞
が
宝
応
元
年
(
七
六
二
)
五
月
丁
酉
に
行

A
M】

わ
れ
て
お
り
、
そ
の
時
点
も
し
く
は
そ
れ
か
ら
さ
ほ
ど
離
れ
て
い
な

い
時
点
で
の
進
爵
と
考
え
ら
れ
る
。
溺
海
に
ヲ
」
の
進
爵
の
冊
封
使
が

着
く
の
は
、
先
の
考
証
か
ら
七
六
二
年
八
月
以
降
と
な
る
が
、
先
述

し
た
唐
情
勢
か
ら
見
る
と
、
江
南
方
面
を
経
由
し
て
溺
海
へ
向
か
う

と
い
う
か
な
り
遠
回
り
の
ル

l
ト
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
、
長
安
か
ら
激
海
の
上
京
竜
泉
府
ま
で
三
か
月
以
上
か
か
っ
て
も

【
お
)

不
思
議
は
な
か
ろ
う
。

こ
こ
で
筆
者
は
、
「
国
王
」
進
爵
を
代
宗
即
位
に
伴
う
官
爵
の
大
盤

振
舞
の
一
環
と
い
う
理
解
を
示
し
た
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
つ

目
・
ニ
つ
自
の
理
解
が
成
立
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
二
回
目
以
降
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の
事
例
な
ら
ば
前
例
に
則
っ
た
機
械
的
な
行
為
と
見
る
こ
と
が
で
き

る
が
、
最
初
の
例
で
あ
る
以
上
、
激
海
王
を
大
盤
振
舞
の
対
象
に
加

え
る
こ
と
に
し
た
の
に
は
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
と
見
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
こ
の
大
盤
振
舞
の
対
象
と
な
っ
た
周
辺
国
は

溺
海
の
み
で
あ
り
、
そ
こ
で
行
わ
れ
た
の
が
当
時
の
国
際
関
係
で
園

{哲

の
格
付
け
的
な
意
味
を
持
つ
「
国
王
」
号
の
授
与
だ
っ
た
と
い
う
乙

と
も
、
唐
側
に
何
ら
か
の
意
図
が
あ
っ
て
の
進
爵
だ
っ
た
こ
と
を
想

起
さ
せ
る
。
そ
こ
で
こ
れ
ら
を
つ
な
ぎ
合
わ
せ
て
い
く
と
、
唐
は
溺

海
に
安
史
の
乱
鎮
圧
へ
の
援
助
を
期
待
し
て
、
代
宗
即
位
を
き
っ
か

け
に
し
て
激
海
が
唐
寄
り
の
行
動
を
と
っ
て
き
た
乙
と
へ
の
褒
賞
を

行
う
こ
と
と
し
、
代
宗
即
位
に
伴
う
官
爵
授
与
の
対
象
の
な
か
に
激

海
王
を
加
え
た
、
と
い
う
解
釈
が
成
立
す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

筆
者
が
前
稿
で
「
国
王
」
進
爵
を
「
褒
封
」
と
理
解
し
た
こ
と
の

詳
細
は
、
以
上
の
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
「
褒
封
」
が
皇
帝
即
位
に

伴
う
官
爵
授
与
の
一
環
の
形
を
と
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
大
欽
茂
を

継
い
だ
大
嵩
燐
の
「
郡
王
」
降
格
と
関
係
す
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
問
題
は
最
後
に
論
じ
る
こ
と
と
し
、
次
に
、
今
ま
で
の
考
察
か
ら

見
え
て
き
た
溺
海
使
王
新
福
の
使
命
を
め
ぐ
る
問
題
に
目
を
転
じ
て

み
た
い
。

六
、
第
六
次
湖
海
使
の
使
命
と
そ
の
背
景

王
新
福
の
使
命
が
、
遺
激
海
使
高
麗
大
山
が
日
本
の
新
羅
征
討
計

画
に
対
す
る
激
海
の
意
向
を
打
診
し
て
き
た
こ
と
へ
の
回
答
で
あ
っ

た
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
、
そ
の
回
答

が
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
か
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
の
考
察
で
は
、
大

欽
茂
の
ぺ
溺
海
国
王
」
進
爵
よ
り
前
に
第
六
次
溺
海
使
の
日
本
出
発

が
あ
り
、
両
者
に
は
直
接
の
関
連
性
が
な
い
こ
と
、
第
六
次
溺
海
使

が
持
っ
て
い
た
安
史
の
乱
情
報
は
史
朝
義
か
ら
の
情
報
で
、
そ
れ
ゆ

え
に
史
朝
義
の
勢
力
を
高
く
評
価
す
る
情
報
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
。
こ
れ
を
踏
ま
え
る
と
き
、
王
新
福
の
も
た
ら
し
た

回
答
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
事
情
に
よ
る
と

考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
前
に
、
王
新
福
の
安
史
の
乱
情
報
が
激
海
の
国
家

意
思
と
し
て
も
た
ち
さ
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
ま
ず
検
討
し
て

み
た
い
。
王
新
福
の
安
史
の
乱
情
報
は
、
「
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七

年
(
七
六
=
一
)
正
月
庚
申
条
に
よ
れ
ば
、
踏
歌
節
会
に
王
新
福
ら
が

出
席
し
た
と
い
う
記
事
に
続
け
て
書
か
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
あ

と
に
は
こ
の
情
報
を
受
け
て
大
宰
府
に
、
宜
向
元
度
を
送
っ
て
来
日
し

た
沈
惟
岳
ら
が
唐
へ
戻
る
の
は
難
し
い
状
況
な
の
で
、
彼
ら
を
し
ば

ら
く
安
置
し
て
手
厚
く
供
給
し
、
そ
れ
で
も
帰
国
を
望
む
者
に
は
船

と
水
手
を
与
え
て
状
況
を
見
て
出
発
さ
せ
る
よ
う
に
、
と
い
う
勅
が



出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
王
新
福
の
安
史
の
乱
情

報
は
こ
の
踏
歌
節
会
の
折
に
日
本
側
に
伝
え
ら
れ
た
も
の
と
考
え
ら

れ
る
。し

か
し
、
王
新
福
は
こ
れ
よ
り
前
に
す
で
に
三
度
も
天
皇
に
謁
見

し
て
い
る
。
一
度
目
は
元
日
の
正
月
朝
賀
の
儀
で
あ
り
、
次
は
三
日

の
方
物
貢
献
、
さ
ら
に
七
日
に
も
白
馬
節
会
(
あ
お
う
ま
の
せ
ち
え
)

【

E

1
に
出
席
し
て
宴
を
賜
っ
て
い
る
。
ま
た
、
三
日
の
方
物
貢
献
の
折
に

A
M凋
〕

制
は
潮
海
の
国
書
が
呈
上
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
正

使
月
一
七
日
に
な
っ
て
安
史
の
乱
情
報
が
伝
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と

糊
は
、
激
海
が
こ
の
情
報
を
日
本
に
積
極
的
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た

{m-

次
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

=
 

総
そ
こ
で
改
め
て
安
史
の
乱
の
情
報
を
見
て
み
る
と
、
「
李
家
濁
有
蘇

恥
州
、
朝
勝
之
路
、
固
未
易
通
」
と
あ
る
こ
と
に
気
が
付
く
。
長
江
以

進
北
の
沿
岸
部
が
不
安
定
だ
っ
た
こ
と
は
先
述
し
た
と
お
り
で
、
事
実

」王
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
説
明
で
は
あ
る
が
、
唐
の
江
南
維
持
が
な
ぜ

日
「
有
蘇
州
」
と
い
う
表
現
に
集
約
さ
れ
て
し
ま
う
の
か
と
い
う
疑
問
が

伽
残
る
。
こ
れ
を
、
日
本
側
が
蘇
州
方
面
の
状
況
を
質
問
し
た
こ
と
へ

撒
の
回
答
と
考
え
る
と
、
こ
の
疑
問
は
解
消
す
る
。
高
元
度
ら
は
蘇
州

王
を
経
由
し
て
帰
国
し
た
の
で
あ
り
、
沈
惟
岳
ら
は
蘇
州
で
人
選
が
行

府
判

(ω)

掛
わ
れ
て
派
遣
さ
れ
た
人
々
で
あ
る
。
当
時
、
日
本
は
唐
か
ら
依
頼
さ

9

れ
た
牛
角
の
送
付
や
沈
惟
岳
ら
の
帰
国
が
遣
唐
使
船
の
ト
ラ
ブ
ル
で

8

実
施
で
き
な
い
ま
ま
と
な
っ
て
い
て
、
こ
れ
が
一
つ
の
懸
案
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
、
激
海
使
に
対
し
て
そ
れ
に
関
す
る
情
報
を
求
め

た
で
あ
ろ
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
時
に
入
唐
の
経
由
地
と
し
て
蘇
州

の
名
を
出
し
て
質
問
を
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
な
い
。

そ
し
て
そ
う
し
た
質
問
だ
っ
た
か
ら
こ
そ
、
蘇
州
の
地
名
が
回
答
に

現
れ
、
唐
へ
の
朝
勝
の
道
は
き
わ
め
て
通
じ
に
く
い
と
い
う
回
答
で

終
わ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
先
に
紹
介
し
た
、
河
内
氏
の
王
新

福
の
使
命
の
な
か
に
安
史
の
乱
情
報
を
日
本
に
も
た
ら
す
こ
と
を
含

め
る
理
解
は
成
立
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
安
史
の
乱
情
報
が

回
答
の
一
部
で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
溺
海
が
新
羅
征
討
計

画
続
行
を
望
む
回
答
を
し
て
き
た
と
い
う
理
解
も
説
得
力
を
持
つ
の

で
、
こ
の
見
解
も
成
立
し
難
い
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
王

新
福
は
新
羅
征
討
計
画
に
激
海
が
参
加
で
き
な
い
旨
を
伝
え
て
き
た

と
す
る
通
説
的
理
解
が
、
最
も
無
理
の
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
た

だ
、
そ
れ
を
筆
者
が
支
持
す
る
理
由
は
、
従
来
と
は
若
干
異
な
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
溺
海
が
征
討
計
画
に
参
加
し
な
い
こ
と

と
し
た
理
由
を
、
唐
か
ら
の
「
激
海
国
王
」
進
爵
が
あ
っ
た
か
ら
と

す
る
理
解
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
、
石
井
正
敏
氏
の
よ
う
に
、
唐
と

の
関
係
が
円
滑
期
を
迎
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
そ
の
背
景
に
あ

{
位
}

る
と
い
う
理
解
も
あ
る
が
、
次
に
示
す
安
史
の
乱
と
そ
の
後
の
激
海

の
対
唐
遺
使
状
況
を
見
る
と
、
こ
れ
も
首
肯
し
難
い
。

激
海
が
安
史
の
乱
の
最
中
に
庸
の
朝
廷
に
送
っ
た
使
者
は
、
粛
宗



。
が
長
安
に
戻
り
乱
平
定
に
動
き
出
す
と
い
う
唐
か
ら
の
勅
書
の
信
添

{
円
相
〕
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性
を
確
認
す
る
た
め
に
送
っ
た
七
五
七
年
の
使
者
と
、
先
述
し
た
七

五
九
年
の
使
者
だ
け
で
あ
る
。
前
者
に
は
唐
の
実
力
に
懐
疑
的
な
激

海
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
七
五
九
年
の
使
者
の
方
に
は
、
先

述
の
よ
う
に
唐
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
激
海

と
し
て
は
日
本
側
の
要
請
を
受
け
て
の
対
唐
遣
使
で
あ
っ
て
、
け
し

て
積
極
的
な
唐
へ
の
接
近
と
は
言
い
難
い
。
ま
た
、
王
新
福
の
安
史

の
乱
情
報
を
読
む
限
り
、
史
朝
義
側
の
情
報
に
対
し
、
そ
の
支
持
に

は
ま
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
の
、
溺
海
の
支
配
者
層
が
あ
る
程
度
そ
れ

を
信
用
し
て
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
、
激
海
が
依
然
唐
の
実
力
に
懐

疑
的
だ
っ
た
こ
と
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
後
も
大
暦
二
年
(
七
六

七
)
ま
で
唐
に
正
規
の
使
者
が
至
っ
た
明
証
は
な
任
、
溺
海
は
安
史

の
乱
平
定
後
も
し
ば
ら
く
は
唐
の
動
静
を
う
か
が
っ
て
い
た
の
で
は

な
い
か
と
さ
え
思
わ
れ
る
。
溺
海
は
、
安
史
の
乱
と
そ
の
あ
と
の
数

年
間
、
唐
と
一
定
の
距
離
を
取
り
な
が
ら
慎
重
に
事
態
を
見
守
っ
て

い
た
と
い
う
の
が
、
一
番
実
情
に
近
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、

そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
唐
が
「
湖
海
国
王
」
進
爵
と
い
う
形
で
激
海
に
接

近
し
よ
う
と
し
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
安
史
の
乱
期
に
お
け
る
溺
海
の
対
唐
姿
勢
が
、
基

本
的
に
そ
の
情
勢
を
静
観
し
て
安
易
に
動
こ
う
と
し
な
か
っ
た
も
の

と
解
釈
し
得
る
な
ら
、
日
本
へ
の
回
答
が
新
羅
征
討
計
画
不
参
加
に

な
る
の
は
ご
く
当
然
の
こ
と
だ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
ま
で
の
潮

海
は
、
日
本
が
提
起
す
る
新
羅
甚
剖
計
画
に
対
し
て
、
状
況
を
静
観

す
る
と
い
う
観
点
か
ら
賛
否
を
明
確
に
し
な
い
ま
ま
、
高
級
武
官
を

派
遣
し
て
関
心
が
あ
る
と
い
う
姿
勢
を
示
し
て
き
た
も
の
と
思
わ
れ

る
。
と
こ
ろ
が
、
遺
溺
海
使
高
麗
大
山
が
派
遣
さ
れ
て
き
た
こ
と
で

決
断
を
迫
ら
れ
る
と
と
と
な
り
、
こ
こ
に
不
参
加
の
表
明
が
な
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
王
新
福
の
帯
官
は
「
政
堂
省
左
允
」
と
い
う
中
央
機

関
の
属
官
で
、
激
海
使
と
し
て
初
め
て
の
文
官
使
節
な
の
だ
が
、
溺

〔
信
仰
V

海
側
事
情
の
説
明
が
あ
り
得
る
こ
と
に
よ
る
任
命
と
い
う
側
面
と
、

武
官
派
遣
を
や
め
て
不
参
加
の
姿
勢
を
明
確
に
す
る
と
い
う
象
徴
的

意
味
と
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

七
、
お
わ
り
に

こ
こ
ま
で
大
欽
茂
の
「
溺
海
国
王
」
進
爵
と
第
六
次
溺
海
使
に
関

す
る
諸
問
題
に
つ
い
て
、
か
な
り
細
か
な
考
証
を
積
み
重
ね
て
き
た

が
、
そ
こ
で
得
ら
れ
た
結
論
を
ま
と
め
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
第
六
次
激
海
使
王
新
宿
が
日
本
に
も
た
ら
し
た
安
史
の
乱
情
報

は
、
当
時
の
実
情
を
あ
る
程
度
反
映
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
代

宗
即
位
の
事
実
を
伝
え
ず
、
史
朝
義
寄
り
の
内
容
に
な
っ
て
お
り
、

そ
う
な
っ
た
の
は
史
朝
義
側
が
溺
海
を
味
方
に
付
け
る
べ
く
伝
え

て
き
た
情
報
に
基
づ
い
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

②
王
新
福
が
湖
海
の
都
を
発
っ
た
七
六
二
年
八
月
頃
の
時
点
で



は
、
激
海
に
は
ま
だ
唐
側
か
ら
代
宗
即
位
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て

い
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
激
海
国
王
」
進
爵
も
ま
だ
激
海
に

伝
わ
っ
て
は
お
ら
ず
、
王
新
福
の
対
日
派
遣
と
「
溺
海
国
王
」
進

爵
の
聞
に
は
直
接
的
な
関
係
性
は
な
い
。

③
大
欽
茂
の
「
溺
海
国
王
」
進
爵
は
、
そ
の
後
、
唐
皇
帝
即
位
の

際
に
激
海
王
に
加
官
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
慣
例
化
す
る
最
初
の
例

)
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
唐
が
激
海
に
安
史
の
乱
鎮
圧
へ
の
援
助
を

訓
期
待
し
て
、
激
海
が
蔚
寄
り
の
行
動
を
と
っ
て
き
た
こ
と
へ
の
褒

使
賞
を
代
宗
即
位
を
契
機
に
し
て
行
う
こ
と
と
し
、
七
六
二
年
五
月

棚
の
代
宗
即
位
に
伴
う
官
爵
授
与
の
対
象
の
な
か
に
激
海
王
を
加

次
え
、
「
国
王
」
進
爵
と
い
う
褒
封
を
行
っ
た
も
の
、
と
解
釈
で
き
る
。

紡
④
王
新
福
に
よ
る
安
史
の
乱
情
報
は
、
日
本
側
か
ら
の
質
問
に
答

恥
え
た
も
の
で
、
溺
海
が
積
極
的
に
日
本
に
も
た
ら
し
た
情
報
で
は

進
な
く
、
王
新
福
の
使
命
も
、
通
説
通
り
、
激
海
が
日
本
の
新
羅
征

J
 

直
討
計
画
へ
の
不
参
加
を
伝
え
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
そ
の
背
景
に

日
は
、
安
史
の
乱
期
に
お
い
て
溺
海
が
情
勢
を
静
観
し
て
安
易
に
は

脚
動
か
な
い
と
い
う
姿
勢
を
取
っ
て
い
た
こ
と
が
あ
る
。

議
本
論
文
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
お
よ
そ
以
上
の
四
点
に
集
約
で

王
き
る
が
、
最
後
に
、
こ
の
な
か
の
③
の
考
察
で
触
れ
た
、
大
欽
茂
へ

献
の
褒
封
が
代
宗
即
位
に
伴
う
官
爵
授
与
の
一
環
と
し
て
行
わ
れ
た
と

い
う
と
と
が
、
そ
の
後
の
大
嵩
瑛
の
「
郡
王
」
降
格
に
関
連
し
た
の

で
は
な
い
か
、
と
い
う
理
解
に
つ
い
て
、
補
足
を
し
て
お
き
た
い
。
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大
欽
茂
を
継
い
だ
大
嵩
燐
は
、
当
初
、
唐
か
ら
「
激
海
郡
王
」
に

冊
封
さ
れ
、
欽
茂
が
有
し
て
い
た
「
国
王
」
か
ら
降
格
さ
れ
て
し
ま

う
。
筆
者
は
前
稿
で
、
こ
れ
は
大
嵩
燐
即
位
ま
で
激
海
圏
内
に
混
乱

が
あ
っ
た
た
め
だ
と
す
る
理
解
が
成
立
し
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に

し
、
大
欽
茂
の
「
国
王
」
進
爵
は
王
個
人
へ
の
褒
封
で
あ
っ
て
、
溺

海
国
も
し
く
は
そ
の
王
家
に
対
す
る
格
付
け
と
し
て
行
わ
れ
た
も
の

で
は
な
い
と
い
う
解
釈
を
示
し
た
。
つ
ま
り
、
「
激
海
国
王
」
進
爵
は
、

名
称
こ
そ
通
常
の
国
王
号
の
形
を
取
っ
て
い
る
も
の
の
、
実
体
と
し

て
は
金
子
修
一
氏
が
い
わ
れ
る
、
褒
封
と
し
て
一
代
限
り
で
授
け
ら

れ
る
「
徳
化
王
」
と
同
じ
扱
い
だ
っ
た
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か

し
、
本
稿
執
筆
の
過
程
で
も
う
少
し
踏
み
込
ん
だ
理
解
が
可
能
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。

唐
代
の
封
爵
制
で
は
、
親
王
・
嗣
王
・
郡
王
と
い
っ
た
王
の
場
合
、

子
孫
は
父
祖
の
爵
を
そ
の
ま
ま
継
ぐ
の
で
は
な
く
、
国
公
ま
た
は
郡

公
に
な
る
ま
で
降
下
さ
れ
た
。
王
・
国
王
・
郡
玉
の
爵
を
も
っ
周
辺

諸
国
王
が
冊
封
の
つ
ど
同
じ
爵
位
を
継
承
す
る
と
い
う
の
は
、
い
わ

ゆ
る
外
臣
に
対
す
る
特
例
な
の
で
あ
る
。
本
稿
で
述
べ
た
よ
う
に
、
大

欽
茂
の
「
国
王
」
進
爵
が
、
代
宗
に
よ
る
群
臣
へ
の
官
爵
授
与
の
大

接
振
舞
の
一
環
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
唐
の
一
般
の
群
臣
た
ち
と
同
列

に
そ
れ
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
内
臣

に
対
す
る
措
置
の
一
環
と
し
て
「
激
海
国
王
」
進
爵
が
行
わ
れ
た
の

で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
溺
海
国
王
」
進
爵
は
安
史
の
乱
対
応
の
た
め
の
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政
治
的
措
置
で
も
あ
る
の
で
、
唐
が
溺
海
を
内
臣
だ
か
ら
と
い
う
理

由
で
こ
の
よ
う
に
措
置
し
た
と
は
簡
単
に
は
み
な
せ
な
い
。
し
か
し
、

の
ち
の
唐
の
官
僚
が
こ
の
事
例
を
見
て
激
海
は
内
臣
扱
い
で
あ
る
と

判
断
し
た
と
し
て
も
お
か
し
く
は
な
く
、
そ
れ
が
大
商
務
継
襲
時
に

お
け
る
「
郡
王
」
降
格
と
な
っ
て
現
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

金
子
氏
に
よ
っ
て
唐
は
一
貫
し
て
溺
海
を
内
属
国
と
し
て
扱
っ
て
き

(
川
叩
}

た
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
「
国
王
」
進
爵
と
「
郡
王
」
降

格
も
そ
の
一
例
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
そ

の
後
の
大
嵩
燐
に
よ
る
「
溺
海
国
王
」
へ
の
再
進
爵
は
、
唐
が
溺
海

を
内
臣
と
い
う
位
置
づ
け
か
ら
、
一
歩
外
臣
と
い
う
位
置
づ
け
の
方

へ
と
シ
フ
ト
さ
せ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
と
い
え
、
唐
・
激
海
関

係
に
お
い
て
重
要
な
意
味
を
持
つ
と
い
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

註
(
l
)

潮
海
の
改
元
法
は
、
か
つ
て
即
位
改
元
か
途
年
改
元
か
が
不
明
で

あ
っ
た
が
、
現
在
で
は
貞
孝
公
主
墓
誌
の
発
見
に
よ
り
第
三
代
大
欽

茂
当
時
は
即
位
改
元
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
第
一
一
代

大
葬
震
か
ら
遜
年
改
元
に
変
わ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
(
劉
暁
東

「
溺
海
紀
年
再
校
訂
」
「
歴
史
研
究
』
一
九
九
六
年
第
四
期
)
。
た
だ
、
不

明
だ
っ
た
頃
に
作
ら
れ
た
『
東
方
年
表
』
(
平
楽
寺
書
底
、
一
九
五
五

年
)
な
ど
が
途
年
改
元
と
の
推
測
の
も
と
に
年
表
を
作
り
、
こ
れ
が
広

く
流
布
し
て
お
り
、
最
近
の
『
角
川
世
界
史
辞
典
』
(
角
川
書
庖
、
二

O
O
一
年
)
で
も
こ
の
理
解
に
準
拠
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の

た
め
、
激
海
の
年
号
で
年
次
記
載
を
す
る
と
読
者
に
混
乱
が
生
じ
や

す
く
、
本
稿
で
は
湖
海
に
関
し
て
は
西
暦
の
み
で
年
次
記
載
を
す
る

こ
と
と
し
た
。

(2)

拙
稿
「
激
海
と
唐
と
の
関
係
演
田
耕
策
氏
の
時
期
区
分
を
め

ぐ
っ
て
|
」
〔
韓
日
文
化
交
流
基
金
・
東
北
亜
歴
史
財
団
編
『
東
ア
ジ

ア
の
な
か
の
湖
海
と
日
本
』
景
仁
文
化
社
[
ソ
ウ
ル
]
、
二

O
O八
年
、

韓
国
語
・
日
本
語
併
記
)
。
以
下
、
本
文
中
で
は
こ
れ
を
前
稿
と
呼
び
、

必
要
の
な
い
限
り
註
は
付
げ
な
い
。

(3)

「
湖
海
使
」
は
潮
海
か
ら
来
た
使
者
に
対
す
る
日
本
側
の
呼
称
な
の

で
、
本
来
な
ら
ば
湖
海
が
派
遣
す
る
場
合
に
は
巡
回
使
・
遺
日
本
使
と

呼
ぶ
べ
き
だ
が
、
す
で
に
「
溺
海
使
」
は
歴
史
用
語
と
し
て
定
着
し
て

い
る
の
で
そ
の
ま
ま
使
用
す
る
。

(
4
)
石
井
正
敏
「
初
期
日
本
・
溺
海
交
渉
に
お
け
る
一
問
題
l
新
羅
征

討
計
画
と
溺
海
」
(
『
日
本
湖
海
関
係
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
二

0
0
一
年
。
初
出
は
一
九
七
四
年
)
の
指
摘
以
降
、
通
説
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
、
河
内
容
人
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
安
史
の
乱
の
影
響
と
新

羅
征
討
計
画
」
(
『
日
本
歴
史
』
五
六
一
、
一
九
九
五
年
)
、
馬
一
虹
「
八

世
紀
中
葉
の
湖
海
と
日
本
の
関
係
七
六
二
年
の
溺
海
の
第
六
次
遣

日
本
使
を
中
心
と
し
て
」
(
『
園
皐
院
大
学
大
学
院
紀
要
(
文
学
研
究

科
)
』
二
九
、
一
九
九
八
年
)
及
び
潰
田
耕
策
『
激
海
国
興
亡
史
」
(
吉

川
弘
文
館
、
二

0
0
0年
)
は
、
そ
れ
ぞ
れ
王
新
宿
の
来
日
目
的
の
理

解
を
異
に
す
る
も
の
の
、
そ
の
来
日
が
新
羅
征
討
計
画
中
止
に
関
係

し
な
い
と
い
う
理
解
で
は
一
致
し
て
い
る
。

(5)

こ
れ
ら
の
諸
見
解
は
註
2
前
掲
拙
稿
で
整
理
し
た
の
で
、
こ
こ
で

は
再
論
し
な
い
。



(
6
)

註
4
前
掲
石
井
論
文
。
な
お
、
「
造
石
山
寺
所
食
物
用
幌
」
の
当
該

記
事
は
『
大
日
本
古
文
書
』
一
五
所
収
。

(
7
)

上
回
雄
・
孫
栄
健
『
日
本
激
海
交
流
史
[
改
訂
増
補
版
]
』
(
彩
流
社
、

一
九
九
四
年
)
、
拙
稿
「
溺
海
・
日
本
間
の
航
路
に
つ
い
て
」
(
『
古
代

交
通
研
究
』
四
、
一
九
九
五
年
)
。

(B)

石
井
正
敏
「
平
群
広
成
ら
の
登
州
出
航
の
年
次
を
め
ぐ
っ
て
」
(
註

4
前
掲
石
井
著
書
)
に
東
シ
ナ
海
を
三
日
あ
る
い
は
六
日
で
渡
海
横

。
断
し
た
事
例
が
示
さ
れ
て
い
る
。

制

(
9
)

註
4
前
掲
石
井
論
文
。

日
(
叩
)
両
国
間
の
関
係
を
最
も
強
く
理
解
す
る
の
は
、
酒
寄
雅
志
「
八
世
紀

割
に
お
け
る
日
本
の
外
交
と
東
ア
ジ
ア
の
情
勢
|
激
海
と
の
関
係
を

減
中
心
と
し
て
」
(
『
激
海
と
古
代
の
日
本
』
校
倉
書
房
、
二

O
O
一

点
年
。
初
出
は
一
九
七
七
年
)
で
、
両
国
聞
に
新
羅
挟
撃
の
軍
事
同
盟
が

掛

あ

っ

た

と

見

る

。

註
4
前
掲
石
井
論
文
も
挟
撃
の
合
意
が
あ
っ
た
と

爵
い
う
理
解
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
湖
海
は
新
羅
に
軍
事
力
を
割
け
な

進
い
情
勢
下
で
、
日
本
と
新
羅
の
対
立
を
煽
る
こ
と
に
よ
っ
て
新
羅
と

日
の
対
立
激
化
を
避
け
る
べ
く
、
日
本
の
新
羅
征
討
計
画
に
同
調
姿
勢

阻
を
見
せ
た
と
す
る
の
が
註
4
前
掲
河
内
論
文
で
、
註
4
前
掲
馬
論
文

の
も
類
似
の
理
解
を
示
す
。
さ
ら
に
註
4
前
掲
演
回
著
書
に
な
る
と
、
当

慌
時
の
国
際
情
勢
と
湖
海
使
に
計
画
遂
行
の
直
接
的
史
料
が
な
い
こ
と

大
を
根
拠
に
、
激
海
は
一
貫
し
て
日
本
の
新
羅
征
討
計
画
に
否
定
的
で

腕
あ
っ
た
と
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

湖
(
日
)
設
4
前
掲
馬
論
文
、
註
4
前
掲
演
回
著
書
。

(
ロ
)
直
木
孝
次
郎
他
訳
注
『
続
日
本
紀
』
三
(
〈
東
洋
文
庫
》
五
二
四
、
平

凡
社
、
一
九
九
O
年
)
。
巻
二
四
の
草
稿
担
当
者
は
西
本
昌
弘
氏
で
あ
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る。

(
日
)
青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
艦
幸
校
註
『
続
日
本
紀
』

三
(
《
新
古
典
文
学
大
系
》
一
四
、
岩
波
書
庖
、
一
九
九
二
年
三

(M)

『
延
喜
式
』
巻
二
四
・
主
計
式
上
・
加
賀
国
条
に
は
、
「
加
賀
国
[
割

設
]
行
程
上
十
二
日
、
下
六
日
。
海
路
八
日
」
と
あ
る
。

(
日
)
内
田
正
男
「
日
本
暦
日
原
典
』
(
雄
山
閣
、
一
九
七
五
年
)
及
び
岡

田
芳
朗
・
伊
東
和
彦
・
大
谷
光
男
・
古
川
駅
一
郎
編
『
日
本
暦
日
総
覧

具
注
暦
篇
・
古
代
中
期
』
二
(
本
の
友
社
、
一
九
九
三
年
三
な
お
、
い

ず
れ
も
西
暦
は
ユ
リ
ウ
ス
暦
へ
の
換
算
が
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
現

行
の
グ
レ
ゴ
リ
オ
暦
に
置
す
た
め
、
七

0
0年
代
の
換
算
式
に
従
っ

て
こ
れ
に
四
日
を
足
し
た
。

(
日
)
註
4
前
掲
河
内
論
文
。

(
げ
)
安
史
の
乱
後
半
の
経
緯
を
詳
述
す
る
論
著
は
意
外
に
少
な
い
。
こ

こ
で
は
主
に
『
資
治
通
鑑
』
に
よ
り
、
牛
致
功
「
安
禄
山
史
思
明
評
伝
』

(
三
秦
出
版
社
、
二

O
O
O年
)
、
森
安
孝
夫
『
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
と
唐
帝

国
』
(
《
興
亡
の
世
界
史
》
五
、
諮
談
社
、
二

O
O七
年
)
も
参
照
し
た
。

以
下
の
劉
展
の
乱
、
来
瑛
一
件
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
こ
れ
ら
の
出
典

が
『
資
治
通
鑑
』
に
よ
る
場
合
は
一
々
明
記
し
な
い
。

(
凶
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
八
月
甲
子
条
。

(
四
)
『
資
治
通
鑑
』
に
よ
る
と
こ
の
よ
う
な
経
緯
と
な
る
が
、
『
旧
唐
書
』

巻
一
一
四
・
来
碩
伝
及
び
『
新
唐
書
』
巻
一
四
四
・
来
瑛
伝
に
よ
れ
ば
、

代
宗
は
来
瑛
の
復
職
を
す
る
一
方
で
、
ひ
そ
か
に
袈
戎
に
命
令
を
出

し
て
来
却
を
図
ろ
う
と
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
表
戎
も
来
演
復

職
の
勅
書
が
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
て
、
こ
れ
を
偽
と

断
じ
、
命
を
受
付
て
討
伐
に
来
た
と
明
骨
一
周
し
て
い
る
。
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(
初
)
『
旧
唐
書
』
巻
一
九
九
下
・
北
秋
・
激
海
株
鞠
伝
に
は
、
大
筒
燐
の

「
国
王
」
進
封
記
事
に
続
い
て
、
「
局
燐
父
欽
茂
、
閲
元
中
、
襲
父
位
矯

郡
王
左
金
吾
大
将
軍
、
(
略
)
、
費
膝
元
年
、
進
封
園
玉
、
大
暦
中
、
累

加
舜
司
空
・
大
尉
ロ
及
嵩
燐
襲
位
、
但
授
其
郡
王
・
将
軍
而
己
、
嵩
酬
明

遺
使
紋
理
、
故
再
加
加
命
。
」
と
あ
る
(
『
唐
会
要
』
巻
九
六
・
勘
海
も

同
内
容
。
)
。
こ
れ
は
「
国
王
」
進
封
が
な
ぜ
行
わ
れ
た
か
を
説
明
す
る

文
章
だ
が
、
こ
こ
に
は
大
欽
茂
の
官
歴
の
詳
細
が
記
さ
れ
、
他
の
地
の

文
と
文
章
の
雰
囲
気
も
異
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
は
嵩
斑
の
使
者
が

も
た
ら
し
た
上
表
を
原
典
と
す
る
記
事
と
推
測
さ
れ
る
。
な
お
、
話
燐

は
、
実
際
に
は
欽
茂
の
孫
だ
が
、
唐
に
対
し
て
は
子
と
し
て
申
告
し
、

冊
封
を
受
け
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
石
井
正
敏

「
激
海
主
の
世
系
」
(
註
4
前
掲
石
井
著
書
。
初
出
は
一
九
九
七
年
)
参

照。

(
幻
)
日
野
関
三
郎
「
安
史
の
乱
に
よ
る
唐
の
東
北
政
策
の
後
退
と
激
海

の
小
高
句
麗
国
占
領
」
(
「
小
高
句
麗
国
の
研
究
』
〈
日
野
関
三
郎
東
洋

史
学
論
集
》
八
、
一
三
書
一
一
房
、
一
九
八
四
年
。
初
出
は
一
九
六
三
年
)
。

(
忽
)
酒
寄
雅
志
「
東
北
ア
ジ
ア
の
な
か
の
潮
海
と
日
本
」
(
註

m前
掲
酒

寄
著
書
。
初
出
は
一
九
九
一
年
)
、
註
4
前
掲
河
内
論
文
。
栗
原
益
男

「
唐
の
衰
亡
」
(
『
東
ア
ジ
ア
の
変
貌
と
日
本
律
令
国
家
又
東
ア
ジ
ア
世

界
に
お
け
る
日
本
古
代
史
講
座
V

七
、
学
生
社
、
一
九
八
二
年
)
に
も

同
様
の
指
摘
が
あ
る
。

(
お
)
朱
国
悦
・
貌
国
忠
[
佐
伯
有
清
監
訳
、
演
田
耕
策
訳
]
『
激
海
史
』
(
東

方
書
店
、
一
九
九
六
年
三
た
だ
し
、
貌
国
忠
氏
・
朱
国
悦
氏
は
近
著

「
溺
海
国
史
』
(
中
国
社
会
科
学
出
版
社
、
二

O
O六
年
。
な
お
、
都
鹿

云
も
共
著
者
だ
が
、
当
該
箇
所
の
執
筆
担
当
で
は
な
い
。
)
に
お
い
て
、

こ
の
見
解
を
採
用
せ
ず
、
安
史
の
乱
鎮
圧
の
た
め
に
、
「
国
王
」
冊
封

を
希
望
す
る
激
海
の
意
向
を
実
現
す
る
こ
と
で
、
潮
海
と
の
「
宗
藩
関

係
」
を
強
化
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
い
う
理
解
を
示
し
ご
二

O
頁、

二
五
五
頁
)
、
酒
寄
氏
・
河
内
氏
に
近
い
見
解
に
変
化
し
て
い
る
。

(
制
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
一

O
月
辛
亥
。
天
平
宝
字
五
年
八
月

甲
子
の
各
条
。

(
お
)
島
田
好
「
唐
末
の
遼
東
」
(
『
満
州
学
報
』
三
、
一
九
三
四
年
)
、
註

幻
前
掲
日
野
著
書
。
註
4
前
掲
河
内
論
文
・
註
4
前
掲
馬
論
文
も
遼
東

占
領
説
に
依
拠
し
て
そ
の
論
を
展
開
し
て
お
り
、
筆
者
も
今
ま
で
は

遼
東
の
一
時
占
領
を
前
提
に
激
海
史
を
構
想
し
て
き
た
。

(
お
)
赤
羽
田
匡
由
「
い
わ
ゆ
る
賀
耽
「
道
里
記
」
の
「
営
州
入
安
東
道
」

に
つ
い
て
」

Q
史
学
雑
誌
」
一
一
六
|
八
、
二

O
O七
年
)
。

(
幻
)
馬
一
虹
「
溺
海
と
唐
と
の
関
係
」
(
『
ア
ジ
ア
遊
学
」
六
、
一
九
九
九

年)。

(
お
)
註
4
前
掲
馬
論
文
。
な
お
、
註
2
前
掲
拙
稿
で
、
馬
論
文
が
「
七
六

二
年
四
月
か
ら
七
月
ま
で
の
三
ヶ
月
間
し
か
な
か
っ
た
」
宝
応
元
年

と
述
べ
て
い
る
と
い
う
紹
介
を
し
た
が
、
本
稿
作
成
に
当
た
っ
て
上

記
論
文
を
読
み
な
お
し
た
と
こ
ろ
、
宝
応
元
年
は
「
翌
年
七
月
に
年
号

を
広
徳
に
改
め
た
時
ま
で
」
(
二
六
六
頁
)
と
書
い
て
あ
り
、
筆
者
が

「
翌
年
」
を
見
落
と
し
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
こ
こ
で
註
2
前
掲
拙
稿

を
訂
正
し
、
「
」
内
を
削
除
す
る
こ
と
と
す
る
。
た
だ
し
、
馬
氏
が
広

徳
改
元
ま
で
宝
応
元
年
だ
っ
た
と
い
う
理
解
を
示
し
て
い
る
こ
と

は
、
明
ら
か
な
誤
り
で
あ
る
。

(
却
)
金
子
修
一
「
唐
朝
よ
り
見
た
激
海
の
名
分
的
地
位
」
(
『
階
唐
の
国
際

秩
序
と
束
ア
ジ
ア
」
名
著
刊
行
会
、
ニ

O
O
一
年
。
初
出
は
一
九
九
九



年)。

(
初
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
一

O
月
辛
酉
。
天
平
宝
字
七
年
E
月

庚
申
の
各
条
。

(
氾
)
石
井
正
敏
「
第
二
次
溺
海
遺
日
本
使
に
関
す
る
諸
問
題
」
(
註
4
前

掲
石
井
著
書
。
初
出
は
一
九
七
九
年
)
、
渡
田
耕
策
「
激
海
国
の
対
唐

外
交
」
(
佐
藤
信
編
『
日
本
と
溺
海
の
古
代
史
』
山
川
出
版
社
、
二

O

O
三
年
)
。
な
お
、
筆
者
は
註
2
前
掲
拙
稿
で
、
演
田
氏
の
見
解
を
、
進

。
爵
の
背
景
を
安
史
の
乱
を
背
後
か
ら
翠
制
す
る
勢
力
と
し
て
溺
海
に

制
期
待
し
た
と
い
う
理
解
に
異
を
唱
え
て
い
る
と
紹
介
し
た
が
、
本
稿

け
作
成
に
あ
た
っ
て
上
記
論
文
を
読
み
な
お
し
た
結
果
、
「
期
待
し
た
と

測
も
理
解
さ
れ
て
い
る
が
」
(
五
六
頁
)
と
い
う
表
現
は
異
論
を
唱
え
る

湖
逆
接
で
は
な
く
、
そ
う
い
う
理
解
も
成
立
す
る
が
、
と
い
う
留
保
条
件

対
の
文
章
と
判
断
さ
れ
た
の
で
、
こ
こ
に
修
正
す
る
。

捕
(
犯
)
註
却
前
掲
金
子
論
文
。

爵

(
M
M
)

溺
海
王
加
官
の
官
職
と
時
期
は
『
旧
唐
書
」
巻
一
九
九
下
・
北
秋
・

進
湖
海
林
鞠
伝
及
び
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
六
五
・
外
医
部
封
冊
三
に
よ
る
。

到
な
お
、
大
嵩
燐
が
貞
元
一
一
一
年
に
受
け
た
職
事
官
を
『
旧
唐
書
』
は
検

閣
校
司
空
と
す
る
が
、
検
校
司
空
は
す
で
に
貞
元
一
四
年
に
受
け
て
い

の
る
の
で
、
こ
こ
は
「
冊
府
元
亀
』
に
従
っ
て
検
校
司
徒
と
し
た
。

市
川
(
出
)
『
旧
唐
書
』
巻
一
了
代
宗
本
紀
。
こ
こ
に
は
、
「
内
外
文
武
官
三
品

先
己
上
進
爵
、
四
品
己
下
加
階
」
と
い
う
注
意
す
べ
き
記
事
が
あ
る
。

粧
(
お
)
こ
の
冊
封
使
に
つ
い
て
は
、
日
本
僧
戒
融
を
沼
田
に
送
り
届
け
、
そ

溺
の
日
本
到
着
の
確
認
の
た
め
に
新
羅
に
も
至
っ
た
韓
朝
彩
が
こ
れ
に

当
た
る
と
見
る
の
が
最
近
の
通
説
で
あ
る
。
筆
者
も
己
れ
に
従
う
べ

き
と
考
え
る
が
、
こ
の
説
の
論
証
に
は
問
題
点
も
あ
る
の
で
、
こ
の
こ
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と
は
別
に
論
じ
た
い
。

(
お
)
金
子
修
一
「
唐
代
の
異
民
族
に
お
け
る
郡
王
号
」
(
註

m前
掲
金
子

著
書
ロ
初
出
は
一
九
八
六
年
)
、
註
却
前
掲
金
子
論
文
。

(
幻
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
七
年
正
月
甲
辰
朔
・
丙
午
・
庚
戊
の
各
条
。

(
お
)
三
日
に
溺
海
の
図
書
が
呈
上
さ
れ
た
こ
と
を
示
す
直
接
的
な
史
料

は
な
い
が
、
賓
礼
で
は
図
書
の
提
出
が
貢
物
を
献
上
す
る
と
き
に
行

わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
。
な
お
、

註
4
前
掲
馬
論
文
及
び
註
お
前
掲
貌
・
朱
・
那
著
書
は
、
主
新
福
が
図

書
を
持
参
し
な
か
っ
た
と
理
解
し
て
い
る
が
、
賛
同
し
難
い
。
堀
敏
一

「
湖
海
・
日
本
間
の
図
書
を
め
ぐ
っ
て
」
(
『
束
ア
ジ
ア
の
な
か
の
古
代

日
本
』
研
文
出
版
、
一
九
九
八
年
)
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
図
書
の
記

録
が
な
く
て
も
溺
海
使
が
図
書
を
携
帯
し
て
い
た
こ
と
の
わ
か
る
例

が
あ
り
、
記
録
が
な
く
と
も
ほ
と
ん
ど
が
国
書
を
携
帯
し
て
き
た
と

理
解
す
べ
き
も
の
と
思
わ
れ
る
。

(
鈎
)
安
史
の
乱
が
初
め
て
日
本
に
伝
え
ら
れ
た
際
に
は
、
溺
海
使
の
入

京
前
に
、
遺
溺
海
使
小
野
田
守
の
上
奏
に
よ
っ
て
こ
の
情
報
が
伝
え

ら
れ
て
お
り
(
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
一
二
月
戊
申
条
)
、
溺
海

側
が
遺
激
海
使
に
き
ち
ん
と
状
況
を
説
明
し
、
情
報
を
い
ち
早
く
日

本
に
伝
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
に
対
し
今
回
は

遺
溺
海
使
高
麗
大
山
が
帰
路
に
病
死
し
た
に
し
て
も
、
安
史
の
乱
情

報
が
遺
湖
海
使
に
伝
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
、
副
使
か
ら
そ
の
旨
の
報

告
が
あ
っ
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
形
跡
は
存
在
し

な
い
。
今
回
の
安
史
の
乱
情
報
の
伝
わ
り
方
は
、
天
平
宝
字
二
年
の
場

合
と
際
立
っ
て
対
比
的
で
あ
り
、
こ
の
点
も
今
回
の
溺
海
側
の
姿
勢

を
示
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
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(ω)
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
五
年
八
月
甲
子
・
天
平
宝
字
六
年
五
月
丁

酉
の
各
条
。

(
但
)
鋤
海
が
新
経
征
討
計
画
の
続
行
を
望
む
回
答
を
し
た
と
い
う
理
解

は
、
河
内
氏
以
外
に
註

m前
掲
酒
寄
論
文
に
見
え
る
。
た
だ
、
酒
寄
氏

は
そ
の
後
、
「
溺
海
国
家
の
史
的
展
開
と
国
際
関
係
」
(
註
叩
前
掲
酒
寄

著
書
。
初
出
は
一
九
七
九
年
)
で
こ
の
見
解
を
放
棄
し
、
主
新
福
は
新

羅
征
討
計
画
中
止
の
旨
を
伝
え
て
き
た
と
い
う
理
解
に
改
め
て
い

る。

(
必
)
註
4
石
井
論
文
。

(
円
相
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
二
年
一
二
月
戊
申
条
の
小
野
田
守
の
上
奏

中
に
見
え
る
。

(
叫
)
『
続
日
本
紀
』
天
平
宝
字
三
年
一

O
月
辛
亥
条
の
溺
海
国
中
台
省
牒

に
そ
の
事
情
が
書
か
れ
て
い
る
。

(
必
)
『
冊
府
元
亀
』
巻
九
七
二
・
外
臣
部
朝
貢
五
。
大
暦
二
年
に
は
七
月
・

八
月
・
九
月
二
一
月
二
二
月
と
五
度
の
使
者
が
記
録
さ
れ
て
お
り
、

そ
れ
ま
で
の
距
離
を
置
い
た
対
唐
外
交
を
挽
回
し
よ
う
と
す
る
か
の

様
な
勤
き
が
見
ら
れ
る
。
な
お
、
中
国
の
研
究
に
は
広
徳
二
年
(
七
六

四
)
に
潮
海
が
主
誕
を
唐
に
使
者
と
し
て
派
遣
し
た
と
い
う
理
解
が

散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
『
全
唐
詩
』
巻
二
四
五
所
収
の
韓
湖
の
「
送

王
誕
潮
海
使
赴
李
太
守
行
管
」
を
広
徳
二
年
の
作
と
考
え
、
こ
こ
に
登

場
す
る
王
誕
を
激
海
が
唐
に
送
っ
た
正
規
の
使
者
と
み
な
す
こ
と
か

ら
来
た
理
解
で
あ
る
。
こ
の
見
解
の
も
と
は
、
金
統
倣
「
激
海
国
志
長

編
』
(
千
華
山
館
、
一
九
三
四
年
)
で
あ
る
が
、
そ
の
巻
十
九
殻
考
に

は
、
広
徳
元
年
の
可
能
性
も
示
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
に
登
場
す
る
李
太

守
の
特
定
も
な
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
、
ま
だ
考
証
と
し
て
は
未
完
成

の
状
態
に
あ
る
。
筆
者
は
、
主
誕
が
李
太
守
の
行
営
に
向
か
っ
て
い
る

こ
と
か
ら
、
唐
の
朝
廷
へ
の
正
規
の
使
者
で
は
な
く
、
節
度
使
に
対
し

て
派
遣
さ
れ
た
使
者
と
考
え
て
お
り
、
広
徳
二
年
に
湖
海
か
ら
唐
の

朝
廷
に
使
者
が
あ
っ
た
と
い
う
理
解
は
採
用
し
な
い
。
詳
し
く
は
稿

を
改
め
て
考
察
し
た
い
。

(
必
)
註
4
前
掲
石
井
論
文
。

(U)

金
子
修
一
「
唐
代
冊
封
制
一
斑
周
辺
諸
民
族
に
お
け
る
「
主
」
号

と
「
国
王
」
号
|
」
(
註
却
前
掲
金
子
著
書
。
初
出
は
一
九
八
四
年
)
、

註
M
前
掲
金
子
論
文
。

(
必
)
仁
井
田
陸
「
唐
の
封
爵
制
及
び
食
封
制
」
(
『
東
方
学
報
』
東
京
一

O

ー
て
一
九
三
九
年
)
。

註
鈎
前
掲
金
子
論
文
。
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